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本研究会の目的・背景

 国際宇宙ステーション（ISS）1998年建造開始、2011
年完成。これまで、約3000件の宇宙実験や研究が実
施されてきた。

 ISS政府間協定（IGA）に基づいて国際協力を実施。

 IGAは月周回有人拠点・ゲートウェイでも基本文
書。

 ISSの商業化： 民間事業者が行う活動を増加。

 米国：NASA Plan for Commercial LEO Development
（2019年）：企業の広告活動やマーケティング
にISSを利用できるとした。
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民間宇宙ステーションの開発も進行。

日本経済新聞、2021年11月20日、12月20日記事
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検討課題

ISSの商業化・民営化

宇宙活動国の責任（例：
ISSからの衛星放出事業）

民営化をする場合の考慮
要素

ISS以降の展望

月周回有人拠点・ゲート
ウェイ

民間宇宙ステーションの
構築
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研究会構成員

主査

 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 中谷和弘

副主査

 防衛大学校人文社会科学群国際関係学科 准教授 石井由梨佳

 JAXA総務部法務・コンプライアンス課 主査 武藤義行

メンバー

 青山学院大学会計プロフェッション研究科 教授 重田麻紀子
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 慶應義塾大学 非常勤講師 森本正崇

 日本スペースロー研究会 代表理事 弁護士 北村尚弘

 日本スペースロー研究会 理事 弁護士 岩下明弘

 日本スペースロー研究会 理事 弁護士 星諒佑

 森・濱田松本法律事務所 弁護士 飯島隆博

オブザーバー

 学習院大学法学部 教授 小塚荘一郎
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 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 准教授 笹岡愛美

 政府関係者、JAXA
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研究報告（全6回）

第1回 2021年7月14日（水）

 ISS計画に関する米国の立法動向 宇宙法研究センター研究員
菊地耕一

 NASAのLEO／ISS商業化計画の概要 JAXA 武藤義行

第２回 2021年9月14日（火）

 次世代宇宙飛行士に求められる資質とスキル 有人宇宙シス
テム株式会社 山口孝夫

 ISSの商業化／民営化の現状 有人宇宙システム株式会社 佐
藤巨光

第３回 2021年11月16日（火）

 J-SSODによる超小型衛星放出事業における法的課題 日本ス
ペースロー研究会 北村尚弘

 宇宙空間からの衛星「打上げ」事業の法的課題 慶應義塾大
学 青木節子

第４回 2022年1月13日（木）

 きぼう『民営化』についての実務上の一検討 森・濱田松本
法律事務所 飯島隆博

 国際電気通信初期における官民共同事業の形態 学習院大学
小塚荘一郎

 国際公役務の商業化：国際電気通信衛星機構等の民営化事例
を手がかりに 防衛大学校 石井由梨佳

第５回 2022年1月19日（水）

 商用宇宙ステーションの国際法上の課題 外務省 福嶋雅彦

第６回 2022年2月16日（水）

 先端的な宇宙活動に関する法的課題研究会成果報告 防衛大
学校 石井由梨佳

 先端的な宇宙活動に関する法的課題研究会報告書 JAXA 武
藤義行
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ISSの商業化・民営化
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米国の低軌道活動の商業化計画

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/commleodevt_plan_6-7-19_final1.pdf

ポストISSは
LEO活動は
民間事業者
が担う。

直近ではISSの商
業的利用を推進。

中期的には民間
モジュールをISS
に付設するなど
して段階的に民
間事業者による
活動を支援。 第1回、武藤義行報

告
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https://www.nasaspaceflight.com/2020/01/nasa-axiom-space-build-commercial-station-segment/

ISSの商業利用が、日欧米ともに加
速している（第2回、佐藤巨光報
告）。

無重力環境を利用した物質生産
（光ファイバー、細胞培養など）、
超小型衛星による地球観測をはじ
めとした、商業利用が実施されて
いる。

2025年移行、商業宇宙ステーショ
ンセグメントをISSに付設する予定。
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宇宙ステーションからの小型衛星放出事業の法的課題

 J-SSOD (Small Satellite Orbital Deployer):  ISSにおける日本の宇
宙実験棟「きぼう」に設置された超小型衛星放出機構（第3
回、北村尚弘報告）。

 J-SSODからの放出に関する宇宙活動法上の打上げ許可の要
否：

 J-SSODが設置されたISS（きぼう）は「国内」には所在せず、ま
た日本国籍を有する船舶・航空機ではない。

 「打上げ施設」とは「人工衛星の打上げ用ロケットを発射する
機能を有する施設」をいうところ、J-SSODはロケット発射機能
を有さない。→不要という整理。

 これまでの放出された超小型衛星の登録状況を見ると、ロ
ケットの打上げをした国又はJ-SSODから放出した国ではな
く、衛星開発機関が所属する国が登録をしている。

https://www.jamss.co.jp/en/business/deployment.html
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宇宙ステーションからの小型衛星放出事業の法的課題

 ISS以外の民間ステーションからの放出の場合、「打上
げ国」がどの国か、特定が難しい場合が想定されうる
（第3回、青木節子報告）。

 ステーションのモジュールや放出機が登録されてい
ないこともありうる。

 今後、打上げ国、管轄国が特定できず、国際法上の
不安定さが増す時期が生じることが予想される。紛
争が起きた際に自国が不利にならないように、国内
法上の対応が必要である。

https://nanoracks.com/cubesat-deployer-mission-11-update/
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宇宙ステーションの民営化とファイナンス

 研究会では、「きぼう」を仮に民営化する場合
を想定して、どのようなファイナンス構造が考
えられるかを検討した。（第4回、飯島隆博報
告）

 公共施設等の民営化・官民連携の基本的な手法
と意義について整理したうえで、公共施設等の
運営を民間に一体的に移管するいわゆるコン
セッション方式と、個別プラットフォーム等の
民間委託を深化させる手法を対比した。

 官民連携の現状の整理：JAXA、公募利用、有償
利用 企業にインセンティブを持たせて運用コ
ストを削減させるなどして効率化を図る。

 現状では個別の事業を選択的に切り出して、民
間事業に委託している。
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宇宙ステーションの民営化とファイナンス

 それに対して、民間事業者群でコンソーシアム
を結成し、一体的に運営権を委ねることにより
インセンティブを最大化するコンセッション方
式も考えられる。その場合も、所有権はJAXAに
留保し、研究開発など、公益目的活動を一定確

保するよう民間事業者を拘束することが考えら
れる。

 ただし、コンセッション方式導入には時的限界
もあるため、現状の方式の深化や、コンセッ
ション方式との中間的な官民でのリスク・リ
ターンの分配、米国の商業化を参考とするなど
も検討することが考えられる。
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ISS以降の展開
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ポストISSとしての周回有人拠点・ゲートウェイ

 ISSは、政府間協定（IGA）加盟国が国際協力に基づいて実施してきた。

 1984年、米国の提唱によってISS計画始動。1988年に旧IGA採択。1998年にロシアが入って新IGA採択。

 ISSは基本的にIGA加盟国の同意に基づいて運用。加盟国の意思から独立した決定を行う国際組織は
ない。

 米国の特別な役割：

 管理と協働（coordination）について米国が主導的役割を果たす（IGA1条2項,7条）。

 全体の管理、運用に関する事項は多数者間調整委員会(MCB)でコンセンサスに基づき決定。コンセ
ンサスが成立しない場合にはNASA代表である議長が決定権を有する。（日NASA ISS MOU, 8条1項
b）。
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民生用月周回有人拠点である
ゲートウェイに関する協力も、
IGAの関連条項に沿って行われ
る（日NASA Gateway MOU [2020
年12月] 2条参照）。
• NASAの主導的役割が明記
（日NASA Gateway MOU, 4条1
項、8条1項、10条2・4項、12
条等）。

• Gateway Multilateral 
Coordination Board (GMCB)、
Gateway Program Control 
Board (GPCB)他、調整機関を
設置（日NASA Gateway MOU, 
8条、13条）（コンセンサス
が原則。最終的には議長決
定）。



日本のゲートウェイ計画への参画

令和2年宇宙基本計画（20頁）

https://www8.cao.go.jp/space/plan/kaitei_fy02/fy02.pdf

宇宙企業以外の企業を含む、
民間企業の参画を得て、ゲー
トウェイや月面での移動手段
を含む月面活動に必須のシス
テムの構築に取り組む

備考：LEOの有人利用が日常的な
ものになり、月、火星における有
人活動が現実のものになると、宇
宙飛行士の資質の幅も広がり得る
（第2回、山口孝夫報告）
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研究会での検討

 ゲートウェイは従来より
も民間事業者の役割が大
きくなる。

 →民間事業者がどのよう

に参画するのか、また将
来的に、ステーションを
完全民営化したときに、
どのような形態の協力が
なされるのかを検討。
（第5回、小塚荘一郎、
石井由梨佳報告）

IGAの下で各国が指定した事業者がパートナーとしてコンソーシアムに
入り、民間事業者間ではジョイント・ベンチャー契約に入るという形態
があり得る。

国際協力によって作られた機構を民営化する場合、特定の国に有利であ
る状況を作らないこと、そして国際協力の部分を残すことで各国からの
事業への新規参入の障壁を低くすることも必要である。

19

研究会では、先例として政
府間衛星機構の構築とその
後の民営化の経緯を検討。



商用宇宙ステーション

 米国は、運用終了後も、途切れることなく低軌
道上での有人活動を継続することにしている。
（第1回、菊地耕一報告）

 2021年7月、NASAは地球低軌道に経済圏を確立
してより宇宙分野の経済成長を促進するCLD
（Commercial Low Earth Orbit Destination）プロ
グラム提案募集を発表した。

 2021年12月、Blue Origin, Nanoracks, Northrop 
Grumman Corporationが、NASAとLEO商用宇宙
ステーション設計に関わる契約に署名。

 NASAが示した契約（SAA）の雛型には、NASA
と公募企業間の宇宙ステーション開発に係る権
利義務が規定されている。（第6回、福嶋雅彦報
告）

 NASAによる施設等の利用が、契約で計画さ
れた利用に優先する旨、当事者間で合意され
ている点、知財権はNASAが承継する点など
が定められている。

 契約を結ぶ際に、輸出管理などは厳格に要件
が定められている（例えば、中露との取引は
厳しく制限されている）。相手方は米国民が
50％以上を所有する米国法下で組織された団
体であること等の要件が定められている。
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中国の宇宙ステーション（CSS）
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中国は、2021年4月に宇宙ステーションの基幹施設「天和」を打
ち上げ、6月に有人宇宙船「神舟12号」とのドッキングに成功。
無人宇宙貨物船の「天舟2号」と「天舟3号」も5月と9月に天和
にそれぞれドッキングした。2021年10月に有人宇宙船「神舟13
号」の打ち上げに成功。（日本経済新聞2021年10月16日）

ステーションに6ヶ月滞在した宇宙飛行士らが帰還。（日本
経済新聞2021年9月17日） 中国はCSSにおいて、東京大学を始

め17カ国から募集した9件の宇宙実
験を受け入れると発表した（2019

年）



今後の展望

 ISSの商業化や民間宇宙ステーション等の出現に伴い、

 宇宙諸条約が想定していない形態の宇宙活動が一層活発化すること

 米国の目指す低軌道経済圏の構築が進められることから、米国企業と協力する日本企業にとって、
米国国内法や協約のひな形が重要な影響力を持つこと

が予測される。

 宇宙条約等が規定する管轄、責任配分についての規則が実態に合わなくなり、各国が国内法でそれを調
整する結果、主体間の法的関係が複雑化することも考えられる。既存規範の意義を改めて明らかにして
おく必要がある。

 ISSが終了した後、日本のLEOにおけるプレゼンスをどのように維持し、発展させていくのか、検討を進
める必要がある。
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